
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

4,619

平成16 14年度 年度

6,506

9

経過年数

2,4029,160

10

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

9

　　　その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-

補助金名 福岡市ＮＰＯ活動推進補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法 　　　　公募

団体

定款に定める事務所の所在地が福岡市内にあるNPO法人
(その他の応募要件については公募時の募集要領を参照)

ＮＰＯ法人 区分

市民局コミュニティ推進部市民公
益活動推進課（ＴＥＬ:711-4283）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

・「高齢者施設に伺ってのお客様参加型コンサートの共演者精選による更なる質量充実施策」
・「「水辺リング」自然の中で子ども達をはぐくもう」　　・「日本のこどもグローバル化育成プログラム」
・「「就活生・社会人キャリア会＠九州」～学生×社会人「本音」でしゃべり場～」
・「「しかたの茶の間」を地域にひらくプロジェクト」
・「ロールモデル集「福岡ワークライフママンズ」制作事業」
・「福岡建築50選日本語マップ制作，および建築ツアーの開催」
・「公民館がママの学びの拠点に「じぶんミガキ講座2016」事業」　　・「紅葉まつりイベント」

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

4月～5月

（非公募の場合）
非公募の理由

平成32

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 1

　NPOの公益的活動に必要な資金の一部を補助することが目的。
　補助対象事業は，地域社会の発展に資すると認められるＮＰＯ活動であって，特定非
営利活動(ＮＰＯ法第2条別表)に該当する活動(宗教活動，政治活動又は選挙活動を除
く。)。に係る事業とする。ただし，市の他の補助金の交付を受けている事業，すでに終
了した事業，市外で実施される事業は対象外。

当該年度

　多様化する地域課題の解決や市民ニーズへの対応として，ＮＰＯの活動は今後ます
ます期待されることから，引き続き，経済支援を行うとともに，補助金の財源となる寄付
を通じて，市民の社会貢献意欲を高め，市民の自主的かつ自発的な活動の推進を図る
必要がある。

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
　補助対象経費は，補助対象事業に係る経費(支出済みの活動経費，法人運営上
の経常的な経費等は対象外)。
　補助金交付の上限額は，原則，補助対象経費の８０パーセント以内。

補助金交付
による効果

　ＮＰＯ法人の財政基盤の安定化が図られるとともに，地域社会の発展に寄与する。ま
た，本補助金の財源が，市民や企業等から「福岡市ＮＰＯ活動支援基金(あすみん夢
ファンド)」に寄せられた寄付金であることから，補助事業の成果を通じて，市民等のＮＰ
Ｏ活動への関心や社会貢献意欲を高めることにつながる。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度
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